
 市・県民税、所得税の
　　　　　　申告相談が始まります
　市・県民税、所得税の申告相談を２月10日（金）から３月15日（水）までの期間に実施
します。日程表で相談会場をご確認のうえお出かけください。
　なお、大東税務署では２月16日（木）から３月15日（水）まで所得税の相談会場が開設
されます。また、還付申告は１月から受け付けが始まっています。

【問】税務課　☎ 0854－40－1034

　
相
談
に
お
出
か
け
の
際
は
、
収
入
金
額

や
控
除
額
が
わ
か
る
給
与
・
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票
、
控
除
証
明
等
の
原
本
を
必

ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◦
今
年
は
、
３
月
１
日
（
水
）
か
ら
15
日

（
水
）
ま
で
市
役
所
本
庁
舎
で
相
談
会

場
を
開
設
し
ま
す
。

◦
期
間
中
は
、
相
談
員
が
会
場
に
出
か
け

る
た
め
税
務
課
で
は
受
け
付
け
が
で
き

ま
せ
ん
。

◦
申
告
会
場
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
医

療
費
や
農
業
の
経
費
が
集
計
で
き
て
い

な
い
場
合
は
、

一
旦
後
に
回
っ

て
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
り
ま

す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
つ
い
て

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
）
導
入
に
よ
り
、
平
成
28
年
分

の
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
申
告
書
の

提
出
の
際
は
、「
本
人
確
認
」
を
し
ま
す
。

本
人
確
認
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
正
し
い

も
の
で
あ
る
こ
と
の
「
番
号
確
認
」
と
、

申
告
さ
れ
る
方
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
正
し

い
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
の
「
身
元
確
認
」

に
よ
っ
て
行
い
ま
す
の
で
、
相
談
会
場
に

は
次
の
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
番
号
確
認
が
で
き
る
も
の
の
例
】

・
個
人
番
号
カ
ー
ド

・
通
知
カ
ー
ド

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票

の
写
し

【
身
元
確
認
が
で
き
る
も
の
の
例
】

・
個
人
番
号
カ
ー
ド

・
運
転
免
許
証

・
健
康
保
険
証

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き

・
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
プ
レ
印
字
申

告
書

・
源
泉
徴
収
票

・
国
税
、
地
方
税
、
社
会
保
険
料
、
公
共

料
金
の
領
収
書

・
住
民
票
の
写
し

所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

【
確
定
申
告
が
必
要
な
方
】

①
農
業
や
営
業
な
ど
の
事
業
を
営
ん
で
い

る
方
や
不
動
産
所
得
、
一
時
所
得
（
保

険
の
満
期
な
ど
）、
配
当
、
不
動
産
の

譲
渡
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
所
得
の
合
計

額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

②
年
末
調
整
を
受
け
た
給
与
以
外
に
所
得

が
20
万
円
を
超
え
る
、
ま
た
は
年
末
調

整
を
受
け
た
給
与
以
外
の
給
与
収
入
が

20
万
円
を
超
え
る
方

【
確
定
申
告
が
で
き
る
方
】

①
各
種
所
得
控
除
の
追
加
や
修
正
に
よ
り

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
戻
っ
て
く

る
方

②
勤
務
先
で
年
末
調
整
を
受
け
て
お
ら
れ

ず
、
申
告
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
が
戻
っ
て
く
る
方

【
確
定
申
告
不
要
制
度
】

　

公
的
年
金
受
給
者
の
方
は
、
年
金
収
入

が
４
０
０
万
円
以
下
で
他
の
所
得
が
20
万

円
以
下
の
場
合
は
確
定
申
告
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

①
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
例
：
運
転

免
許
証
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
）

②
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

（
例
：
通
知
カ
ー
ド
、
個
人
番
号
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
）

③
印
鑑
（
認
印
で
可
）
※
新
た
に
振
替
納

税
を
ご
利
用
さ
れ
る
場
合
は
金
融
機
関

の
届
け
印

④
給
与
・
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本
）

⑤
収
支
内
訳
書
（
営
業
所
得
、
農
業
所
得

や
不
動
産
所
得
が
あ
る
方
）

⑥
生
命
保
険
な
ど
の
満
期
金
や
定
期
年
金

の
給
付
金
額
が
わ
か
る
も
の

⑦
各
種
所
得
控
除
（
社
会
保
険
料
、
生
命

保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
医
療
費
な
ど
）

の
支
払
証
明
書
、
領
収
書
、
障
害
者
手

帳
な
ど

⑧
本
人
の
預
貯
金
口
座
が
わ
か
る
も
の

（
所
得
税
の
振
替
、
還
付
金
の
受
け
取

り
の
た
め
）

⑨
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
確
定
申
告



書
な
ど
（
該
当
の
方
の
み
）

【
ご
注
意
い
た
だ
く
こ
と
】

①
農
業
所
得

　

収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て
お
出
か
け

く
だ
さ
い
。
記
入
方
法
は
昨
年
と
変
わ

り
ま
せ
ん
。

　

相
談
が
必
要
な
方
は
、
収
入
や
経
費

を
科
目
ご
と
に
集
計
し
て
か
ら
お
出
か

け
く
だ
さ
い
。

　

相
談
が
必
要
な
い
方
は
記
名
・
押
印

の
う
え
、
税
務
課
も
し
く
は
総
合
セ
ン

タ
ー
市
民
福
祉
課
ま
た
は
税
務
署
（
確

定
申
告
書
と
併
せ
て
）
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

減
価
償
却
費
の
計
算
や
ご
不
明
な
点

は
税
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

収
支
内
訳
書
の
様
式
は
各
総
合
セ
ン

タ
ー
市
民
福
祉
課
に
用
意
し
て
い
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
（
市

報
１
月
号
に
様
式
と
記
載
要
領
を
掲
載

し
て
い
ま
す
）。

②
社
会
保
険
料
控
除

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機

構
が
発
行
す
る
「
社
会
保
険
料
控
除
証

明
書
」
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
証
明

書
の
再
発
行
は
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
☎
０
５
７
０
‐
０
５
８
‐
５
５
５

③
医
療
費
控
除

　

平
成
28
年
中
に
ご
自
身
や
ご
家
族
の

た
め
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
対
象
で

す
。
支
払
っ
た
医
療
費
の
合
計
金
額
、

保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
を
個

人
・
病
院
ご
と
に
必
ず
集
計
し
て
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。

　

予
防
接
種
や
健
康
診
断
、
人
間
ド
ッ

ク
の
費
用
は
、
原
則
と
し
て
医
療
費
控

除
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

と
き
は
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

④
障
害
者
控
除

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
場
合

で
も
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は

障
害
者
控
除
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
方
が
障
害
者
控
除
を
受
け

る
と
き
は
、
市
が
発
行
す
る
「
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」
が
必
要
で
す
。

認
定
書
の
発
行
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー
市

民
福
祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑤
扶
養
控
除

　

所
得
が
38
万
円
以
下
の
扶
養
親
族
は

扶
養
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
給
与

収
入
で
は
１
０
３
万
円
以
下
、
年
金
収

入
で
は
１
０
８
万
円
以
下
（
65
歳
以
上

は
１
５
８
万
円
以
下
）
の
方
で
す
。

　

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
は
控
除
額
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
扶
養
人
数
が

市
・
県
民
税
額
に
影
響
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
該
当
欄
に
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

⑥
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
新

築
・
増
改
築
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合
は
、
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
最
初
の
年
は
税
務
署
で
確
定
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
告
書
は
自
分
で
作
成
を
】

　

確
定
申
告
書
は
自
分
で
計
算
し
申
告
・

納
税
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
作
成
し
た

申
告
書
は
大
東
税
務
署
に
郵
送
ま
た
は
時

間
外
収
受
箱
に
直
接
投
函
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
申
告
書
は
大
東
税
務
署
に
用
意

し
て
い
る
ほ
か
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
電
子
証
明
書
が
格
納

さ
れ
た
住
基
カ
ー
ド
お
よ
び
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
が
あ
れ
ば
自
宅
か
ら
ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ

り
申
告
書
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
所
得
税
に

つ
い
て
詳
し
い
内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
申
告
書
の
作
成
に
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

http://w
w

w
.nta.go.jp/

　
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー

　
　

http://www.nta.go.jp/taxanswer

　
大
東
税
務
署

　
　
☎
０
８
５
４
‐
４
３
‐
２
３
６
０ 

申 告 必 要

所得は給与
だけである

退職等により
年末調整を受
けていない

なっていない

申告不要

なっている

給与とその他
の所得がある

所得は給与以外
のものである 同居家族の扶養に

申告不要

受けない方 受ける方

勤務先で年末調整が
終わっている

医療費・雑損等の控除、
または寄附金税額控除を

あった方 なかった方

※ただし、所得税の確定申告書を提出した方や公的年金のみで控除など追加する必要
　がない方は市・県民税申告書を提出する必要はありません。

市・県民税申告を
していただく
方は

市・県民税申告を
していただく
方は

平成29年１月１日現在雲南市に住んでいる方で平成28年中の所得が

市
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

　

市
・
県
民
税
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住

所
地
で
前
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
課
税

さ
れ
ま
す
。
申
告
書
は
、
適
正
な
課
税
の

資
料
と
な
る
大
切
な
も
の
で
す
。
期
限
ま

で
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
告
に
必

要
な
書
類
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
と
同

様
で
す
。

【
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方
】

　

平
成
28
年
中
の
収
入
が
給
与
や
年
金
の

み
で
、
医
療
費
控
除
や
障
害
者
控
除
、
寡

婦
（
寡
夫
）
控
除
な
ど
の
各
種
控
除
を
追

加
さ
れ
な
い
方
は
申
告
書
を
提
出
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
た

方
も
市
・
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
】

　

申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
、
児
童
手
当

の
受
給
、
保
育
所
の
入
所
、
公
営
住
宅
入

居
の
申
し
込
み
な
ど
の
各
種
手
続
き
に
必

要
な
所
得
（
課
税
）
証
明
書
の
発
行
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
収
入
が

な
い
方
で
も
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

【
国
民
健
康
保
険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
】

　

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
収
入
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
申
告
が
必
要
で
す
。
ど
な

た
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な
い
方
や
遺
族

年
金
や
障
害
年
金
な
ど
非
課
税
年
金
の
み

受
給
さ
れ
て
い
る
方
も
申
告
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。
申
告
が
な
い
と
保
険
料

等
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

【
申
告
を
お
忘
れ
な
く
】

　

申
告
書
は
税
務
課
お
よ
び
各
総
合
セ
ン

タ
ー
市
民
福
祉
課
に
備
え
付
け
て
あ
る
ほ

か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
告
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
税
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

 

 

申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」が便利！

①税務署に出向く必要なし！
　作成した申告書等はe-Taxを利用して提出できます。
　また、印刷して郵送等により提出することもできます。
②いつでも利用可能！
　確定申告期間中は、24時間いつでも利用できます。
③自動で税額を計算！
　収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自
　動で計算できます。
④プリントサービスにも対応！
　コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用して、
　申告書を印刷することができます。

作成コ－ナ－へアクセス
　自宅のパソコン等から「作成コ－ナ－」で検索
申告書を作成
　画面の案内に従って、金額等を入力し申告書等を作成

Ｔａｘ
送信

※事前準備が必要です。

書面
提出

　マイナンバーの入力と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
ただし、e-Taxで送信すれば本人確認書類の提示等は不要です。

詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
　　　　　　　　で

　タブレット端末からも利用できます。この場合、申告書を
印刷して郵送等により提出する必要があります。

作成コーナー

●作成コーナーの操作などに関する問い合せ
e-Tax・作成コーナー
ヘルプデスク ・0570-01-5901　月～金：9：00～17：00

マイナンバー総合
フリーダイヤル ・0120-95-0178　月～金：9：30～20：00　　　　　　　　　　　　土・日・祝：9：30～17：30



平成28年分　所得（所得税・住民税）申告相談日程表平成28年分　所得（所得税・住民税）申告相談日程表
受付時間　8：30～16：00
相談時間　9：00～12：00／ 13：00～17：00

　　　　 会場

　月日

【本庁舎】 【大東町】 【加茂町】 【木次町】 【三刀屋町】 【吉田町】 【掛合町】

２階201・202
・203会議室

大東地域
交流センター

加茂総合
センター

木次総合センター
＊は温泉交流セ

ンター

三刀屋
交流センター

２階

吉田総合センター
＊は田井交流セ

ンター

掛合総合センター
＊は波多交流セ

ンター

2月10日 金 温泉・平田 (*) 杉戸・大吉田・宇山・民谷
2月11日 土

休　　　　日
2月12日 日
2月13日 月 塩田・海潮 芦谷・菅谷・高殿・川尻
2月14日 火 塩田・海潮 梅木・上町・下町・川原町 波　多 (*)
2月15日 水 春殖・海潮 宇谷・東日登
2月16日 木 春殖・阿用 新市・木次 曽木・上山（*）
2月17日 金 春殖・阿用 下熊谷・寺領 深野・川手（*）
2月18日 土

休　　　　日
2月19日 日
2月20日 月 佐世・阿用 上熊谷・西日登
2月21日 火 佐世・幡屋 里方・山方 入間・穴見
2月22日 水 佐世・幡屋 多根・松笠
2月23日 木 大東・幡屋 飯石 多根・松笠
2月24日 金 大東・久野 中野 掛　合
2月25日 土

休　　　　日
2月26日 日
2月27日 月 大東・久野 鍋　山 掛　合
2月28日 火 鍋　山 掛　合
3月 1 日 水 加茂町全域 一　宮
3月 2 日 木 木次町全域 一　宮
3月 3 日 金 木次町全域 立原・近松 一　宮
3月 4 日 土

休　　　　日
3月 5 日 日
3月 6 日 月 吉田町・掛合町全域 南加茂・北大西 三刀屋
3月 7 日 火 大東町全域 南大西・宇治・大竹 三刀屋
3月 8 日 水 大東町全域 東谷・昭和・砂子原
3月 9 日 木 三刀屋町全域 神原・延野・岩倉
3月10日 金 三刀屋町全域 三代・大崎・猪尾
3月11日 土

休　　　　日
3月12日 日
3月13日 月 雲南市全域 加茂中
3月14日 火 雲南市全域
3 月 15 日 水 雲南市全域

○斜線の申告会場では申告相談を受け付けできませんので、他会場へおまわりください。
○混雑をさけるため地区割りをしておりますが、ご都合がつかない場合は別の日にお出かけいただいてもかまいません。
○午前中は相談会場が大変に混み合います。時間に余裕を持ってお出かけください。


